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◆ふくし諷集団疎隋裁判 の経緯

2 0 1 1 年 6 月 2 4 日 1 4 人 の勇気あるお子さんが郡山市を相手に

r l m S v / 年以下の安全な場所で教育を実施することを

求める仮処分｣ の申 し立 てをしました｡

通称 r ふ く し ま集団疎開裁判｣ です｡
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2 0 1 1 年 1 2 月 1 6 日 裁判の決定 却下

理由 ①学校のすべて の子とも達の疎開は無理

②1 0 0 m S V まで の危険性が立証されて いな い ｡

( 1 0 0 m S V まで安全)

1 2 月 2 3 日 ｢ 放射能 か ら命を守 る全国サ ミ ッ ト報告会

& 広川隆
一 さ ん講演会｣
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世界市民法廷 †東京)
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文書 の 交換

子 どもを守る大集会

交流集会

仙台高等裁判所で の 最初の審尋
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【報告 り 1 0 月 1 日裁判 ( 審辱) 期 日 の 報告

弁喜重囲 井戸謙一

1 0 月 1 日 . 仙台 高放 で 開かれ た苛尋 糊 口 に つ き ま L て は . 地 元仙台 は もと よ り ､ 遠く 東京 , 郡 此 福島 をは じめ . 全国各 地 ( 大阪 ､

伊 豆 ､ 新潟な ど) か ら多数の 方が支援 の た めに 集ま っ て 頭 きま L たn 写摘7r の 災会 .
デモ 行進 も ､ 裁判 [P の 交読 会 ､ 事後 の 裁判 報告会 及

ひ矢 ヶ 崎先 生と松嶋 先生の 講 演皇 む . 大勢 の 奉占〇者 の 皆さん の 塾 い 思い に滞 らあふ れ . 弁護 団と して も大 い に 力づ け られ た 1 日で L た コ

審尋期 日は 午後 2 暗辛 から約 1 時 軋 仙台高 裁の 寄 尋室~自〒われ ま し た｡ 耗判 所冊 は怯藤頓-一裁判長 を含め裁判 官 3 名と 書記官 l 名 .

抗 告人 側は , お母 さん 2 名と 弁護士 4 名 , 相 手方 ( 郡 山市〕 側 は弁護士 2 名 が出窟 し ま した ｡ 矢 ヶ鴎先 生と松 崎先生 且 5【j重 に 待機 し

て しらい ま した,

当 日の 期 日 で裁 判兵 が抗 告 人倒に 求 めた こ とは . 子 どもた ち一人一人に つ い て. 自主避 難で きな
い 理 由を! 臥別に主 張 .

立証す る ニセて

L た っ

疎 開鼓 別け通 常の 訴きさで は なく ､ 仮 処分と い う蟹急 の 救済 を求 め る義剖 で す ｡ 仮処分 の 甲 立て が孟富め られる た 洲 二ほ . 圧傾 持 主権利 t 子

供 た ちが郡山市 に 刺 し . 疎開 させる ことを求 め る権利 があう こと〕 と 馴誤全の 必要性 ( 緊急 に 疎閑左~実 現す る必要性 があ る こと1 巾 2

つ か 必 要で す
｡
】 幕の 福 島地 裁郡 山支部は 】 主 に ､ 現 在の 韻 放下で 出 . ①の 掛 箪全章巨利 が 詑･ められ ない こと を 動Il に し て . 紀 たちの 申

立て を彗j下し まL た ,
これに 針し , 仙台高 鋸 土､ ②の 保 全の 必 要性 に董讃心か あ るよう に 見虐半 られま L た ｡

今 臥 抗 告 人佃=ま .

テ墾惜春 面(2I r その 内官-ま｡ 前回 の 相 手方 ( 郡 山市) の 主蛋 に 計す る反論 と . 最近明 らか に なっ た事実 に 基づ く 主張

の i旦加 ) と新た な証拠 ( 甲 1･1 7
～

1 6 止弓一証j 史:段出し た上で , 見 返明 らか に な っ た衝撃 的な事実 . 十 なわ ち , 福島県 で 甲状腺 ガ ン

の 了 どもl 名 が発 見 され た こと ,
福 島市 の 子 ども･l 万 2 0 0 0 人の 調 査に よっ て ,

その うち 4 3 % に 甲 状腺 こ結節又 は裏腹 カミあ る こと

が 聖見 され た こ とをと うみ･うか に つ い て . 矢ケ精米 生と松 崎先生 l 二等 門家の 立 鳴 かち 意 見を速･ぺ させ て ほ しい と裁 判所に 申 L 出 ま した

が
.
憩 糾所 は これ を受 け入 れま せ ん で L た

｡

主た . 先 日裁 判所 に提出 した ｢ 蓉理手韓 に 対 する甲 入 ｣ 毒 で 申 入れ た通ヒl ､ 公開の 法 廷で ､ 両先生 の ほ か 事 今 年 2 月 ､ 抗 告人 らが 通 う

′ト苧校 で凍 景 を制 定 され ､ そ の 結果 を意見 富と し て 作成 し , 持出 した山内 知出先生 と ､
3
.
1 1 以 来 ､

相手方 し郡 山市J 側 の 主張 を蘇

も明快 に 雲付 汁 る見解 を表明 して き ま し た山下俊一県立医 大即 学良の 意 見を腔く 手続 き ( 証人尋 間1 を 中吉重し ましたが ,
裁判所 は . 二

の 裁判 はま吏処分 の 抗告着 で あ り ､
証人言笥べ は しない の が原則 と いう 考え方 を示 し て ､ 現 段把 で はと い う留保付 きな が ら . 詭 ′し訂昂べ を寸

る こと ば 考 えて い ない と言い ま L た ｡

そ の あ と , お 母さん 二 人が . 何故 こ の 談判の 申立人 に な ろうと 思っ たの か . 自壬遮 超する こ とが い か に多大の 犠 牲を伴うむJ) で あ るか ,

自 主避 賢で は なく . 行政 の 膏任 で 疎開 させT ほ し い と 思う の はと う して か . 等lこ つ い て . 裁 判官 に 切々 と訴 えま した
｡
裁 判官 は .

口 を

は さむ こ ともなく . 聞 い て い ました ｡

モ L て ,
裁 判医は , 決巨】期 日 を 1 1 月 2 6 日午 棲 2 時 3 0 分と決 めま L た ｡

それ まで に
,
抗 告人 側が孜 判長の 上記東成 に Eここじた主 張 ･

立証を するほ か , 子 どもたち に予想 され る推鹿 綾香の ;采劃 さや靂 葦の 緊急 矧 こつ い て 主 乱 立証 を追加 する こ とに なり 差す ｡

藩 命が行 われた約 l 時間 の 間 . 仙台 に 集 まっ た沢 山の 支 援者の 方が 哉■裾所 の廊 下と交流 会会場 で 澤機 し . 裁判所 に熱い 乱線 を注い で い

た だき ま L た ｡

審 尋期 日 が終 了L_ た後ほ. 詞 書集会 と矢 ケ崎先 生及び 松崎先生の 講 演会が行 われ ました ｡ 両先 生の 講演 内容は , 最新 の 知見 に 裏付 けら

れ た大 変貴重な もの で し･ た ｡

以 下 吼 私個 人の 感 想で す｡

去や判官 は. 普 通は ポーカーフ ま イ ス を 旨と して い ます か ら ,
なかなか 内心 を読 み偏 らせ ませ ん｡ ただ , 今回の 蕃尋期 日 で 特徴的 だ っ た

の は . 裁判長 が .
子 どもた ちが 自主避 難で きない 曜 由に辰 心を示 し話 訊 こし ましたが . 旗射 詑に よる健康 被害 の 実相 に つ い て はとく べ

つ 話題 に L なか っ た こと で す ｡ これ が何 を意味す る か ｡ 可碓建 と して は , 2 つ 考 え らえます ｡
l つ ば , 保全の 必 要性が ない と い う理 由

で申立 て を却 下 し ょうと 考えて い るとい うもの ,
もう 1 つ l まノ 抗告 人側 か ら保全の 必要性が あ ると 琵走 で きる だけの 証拠 を出 させた 上

で
. 申 立て を認容 しよう と考えて い ると い うも の . です

｡

い ずれかは判 らな い し .
それ を詮索 して み て も あま り意味が ありませ ん ｡

大切 な こと は . 裁 判官 が接着 の 考え で い るの な ら
.
そ の 決意

をより強 めさせる よう . 前者 の 考え で い るの な ら, そ れ を考え直 させ るよう . も っ とも つ と 市民の 声を大 きく して い く こ とだと思 い ま

す
｡

以 上

【報告 2 】 1 1 . 2 6 裁 判と次回 1 . 2 1 裁判 に つ い て

1 1 月 2 8 引 こ ､ l■. ほ 苗耗 で 第 2 回 ヨの 裁 判 (非 公開1 の 憲章1 が 開か れ ま した ｡ 当 日 竜で に･
主張と して . 準備一基面( 3 ) と卜=

証拠と して ､
甲 1 6 9 へ

2 〔り

当日 の 裁判の 結 果 ､

来年 1 月 2 1 日 ( 月) 年後 2 時
～

に第 3 回目の 裁 判= 非 公 開の 審 剰 をや る ことに なり ま†_ た っ

引 き誌 き , 多く の 皆さ まの 注覗 と文揮 をお願 い い た し表す ｡

以下 が ､ 当 日 の 裁判の 郡巻 ご
｢L~ ゥ

この あと . 提 出 した 膏血を プロ クーこア_
ソア します ｡ L ばし . f ) 待 ち下 さ い ,

* * * * )】= : い:く
=巨 ♯ 未 ⇒て式く * ;k 辛 中 寺 卓 * 余 卓 * 卓

2 0 1 2 年 11 月 2 6 日 審尋期日報告

存吉夢団 ( 芳 戸 謙一一 光前垂一,
再婚 敏 夫〉

抗告 人希薄田は. 本期 日に 捺 し . 創 芸書 面 2 j 踊 よび証 拠を提 出し 蓋し た｡
証 拠の 中には , 拉 命 酋壱先 生が新 たに 番かれ た温風 答2 滴

が 含まれ ま寸 ｡
1 適 性 副冒順 の 多触 り羊 どもたち1こ報見され た甲 状岩泉窓 掛こ つ い て の 考 森, 1 丁重は ･ 鼓が良 に おり る原 発労働者 の キ

ークか らで も , 1 0 ミ リシーー
′
＼ ′し トの 被咽 で ガ ン 死の リ ス ク か 3 % .鎮まる こと が執 5 二とが記磁 され た む

の です
｡
ま 亡 ･ 前

回期 日に お い て , 裁判戸斥か ら , 自 主避難 が で き 加 ､事情 を鳩売 主張 する ように との 指示証凍 っ たの に 対 し･ ･ 抗告人 ら の 侠i奏者 れ 自主

選無力 ､ い か に 囲経 で あ るか を記寂 した陳述 幕 を現 出 L ま した ｡
ニゎ らの 陳述苫 に は . 自 主避璧が 囲裡 な事 情と して ･ 軽 離 勺問 風 仕~暦

の 閲覧. 宇老
い た掲の 介護 Lり問 鳳 千 どもた らが . 長 都 言放っ て い ろの に 自分だけ 自主凝弊す る こと む轄が る間願等

が記載さ れて い ま

寸
｡

弁讃 巨と L ては . 更に .

㊥露和所 こ肯 し . 山下 演【氏 ▲ 矢 ケ 崎 瓦喝氏 ,
払 蹄道幸 氏の 証 人尋 問又 は 参考 人香 寺を冥 転十 る 上う改め て 未力 右こ と

魯相手方 郡山市 に射 し . 抗 告人 らJ
7

) 主哀 に 対す る反冨蒜をする よう求 め る こ と .

母 親幸一所 に 竹 し . 抗告 人 らか ら更 に 相 克主与長
･ 立証の 機 会を与 え るよう求 め るこ と等

を方針と L まL た｡

期 日に お い て , 拉勘所は ,

①に つ い て は実施 する つ もり は か
､

と 言明 しまL た ｡

②に つ い て .
相手 方郡山 市は , 反 論す る曹思 を見せず , 裁判所 は . 郡山 市に 村 し ,

反論す るこ と を求め ませんで したゥ

◎に つ い て は . 裁判所 は .
抗 告人弁護 団 に その 機 会を与 え , また . 教育活動を して は ならない と抗 告人 らが求め る各草校抵設 の 所 在鞄

を特 定す るこ と を求め , 次 回期 日 を 2 0 1 ∋牢 1 月 2 1 [] 午後 2 時と指 定 しま した｡

裁 判所 が .
専 門家の 証人 尋問 な い し参考人 審尋 をす る意 思 を示 さ なか っ た こと , 郡 山市に 対 し , 原 告の 主張に 対 す

る反論 を求 め なか っ た こ と ば . 裁判 所が , 低線 数被曝 の 問題 に つ い て . 本 格的 に 取 り顧 む 気持 ちが な い の で は な い

か との 疑念 を抱 か せ ま した ｡ しか し , 仮 に そ うだと して も ,
我 々 は , 次回 期 日ま で に , 福 島の 子 どもた ちの 置 か れ

て い る危 険な 状況 に つ い て , 更な る主張 .
立証 を行 い . 裁 判 所 に .

ニ の 問題 の 深 刻さ を認識 させ るととも に ･ 二 の

問 題に .
正 面 か ら取 り組 ま なけれ ばな らな い と い う 覚悟を決 めさ せ る よう ,

取り組 んで い き た い と考 えて い ます ｡

以 ｣
_

ふ くし ま集 団疎開 裁判

★ 子 ども の 集団疎 開の 即 時実 現 を要 求す る緊急署 名 を ! h tt p ‥/ / f u k u s h i m a- S y O m ei･
b l o g s p o t･ j p/

★ あな た も 世 界 市 民 法 廷 の 陪審 員 と し て 評 決 を ! h t tp = // f u k u s i m a- S O k a i . b l o g s p o t ▲ C O m/
←

詳 細 は こ ち ら



れほ どす ぐに ､ 多く の 子 どもたちに 甲状腺 の 嚢席や 結節 が見 られ

ること に 掛
､

て い ます ､ なお か つ この 事 実が世間 に広く 知られて

い ない こ とに驚い て い ます ｡ ｣

今回 の 検査結果 ( 4 万 2 千人 の 子 どもの うち 6
～

1 0 歳 の 女 子の

5 4 .
1 % ､

1 1
-

1 5 歳の 女 子の 5 5.
3 % ､ 男女合 わせた 全

体 の 4 3 % に r の う 軌 が発見) を知 っ た 2 人 の 衝撃が どれ ほど

の もの かは推 して知 る
べ しで ある｡

捷) ､ さらに ､ 前回 2 回目 で二次 検査を 終えた 3 8 人の 中か ら初 め

て 1 人が甲状腺がんと診 断され た｡ これ につ い て ､
上記 検査の 主

体-ぐある検討委 員会 ( 座長 山下俊一氏) は ｢ チ ェ ′レノ ブイ ブ事 故

後 の発 症増加 は最庵 で 4 年｣ 等を理由 に して原 発事故 との 因 果関

係 を否定 した ( 甲 1 6 3 ) ｡ し かし ､
4 貢で前述 L た通 り ､ こ れ

ほ虚 偽で あ る｡ の み ならず ､ それ を最 も鮮 やか に見破るの は ､
ほ

か ならぬ山 下俊一氏自身 で あ る . 但 し昨 年3 月 I 1 日 以前の ｡ な

ぜ なら
､
2 0 0 9 年 ､ 山下俊一氏は講演 で ､ 通鷺な ら子 どもの 甲

状腺がん は 百万人に 1 名 と述 べ て い る (甲 1 2 5 ｢ 放射線の 光と

影 : 世界保 陳機瀾 の 戟略｣ 5 3 6 貢 1
～

2 行 目) ｡ さ らに ､
2 0

0 0 年に ､
山下隆一氏は国会~ P , 原発 か ら1 5 0 キロ 経れ た ベ ラ

/レ
ー･▲シ

｢ ゴ メリ｣ 地区の 小児甲状腺 がんは ､
チ ェ ル ノ ブイリ事 故の 翌年

に既 に 4 常 に増 加 したデータ を紹 介 L て い る ( 以下 の 表 ｡
甲 1 2

4 チ ェ ル / ブイワ原発 事故後 の 健康問題) 表 2 )

■● ･ ■ -
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こ の ままで は ､ 福 島県の 子 どもた ちは ､ 甲状腺疾病だ けでも 4 千

人 の 小 児甲状腺 がん患 者が 出た チ エ /レ ノブ イ リ事故 を上 回 る深

刻 な事態 もあり得 る｡ しか も､ 甲状腺疾病 は氷 山の一角にす ぎず ､

チ ェ / レノブイ リ で は ､ 事 故後子 どもた ちの 心機や血管 の 病 気をは

じめ様 々 な 疾病が増 え鰍 ナて い る ( 甲 1 4 8 ウクライ ナ政府 報告

軋 甲 1 5 2 N I i K ▲

E T V 特集 ｢ ウク ライ ナは訴 え るJ) ｡

以 上か ら､ 福島の 子 どもたちに 異変が発生 して い るの は明らかで

ある
｡
彼 らを この ままに して おく と ､ 福島は捷 康な子 供が 2 割 し

かい な い と い う今日の ベ ラ ルーシ や ウク ライナ の よう に なっ て

しまうの は必至 であ る｡ その 意味 で ､ これ は政策論争 で は ない ｡

危機 に 瀕 して い る命 を救 う の か 見殺 しに す るの か とい う人権 の

根本 問題 で あ る｡ チ ェ ル ノブ イリ事 故の 被 害者 の 人 たち が異月

同音 に訴え る言葉+ 一二 度と 決 して ､ 私 たちの 失敗を くりi医して

欲 しくあり ません凹 トー今こ そ ､
チ ェ ル ノブイ リの 痛恨の 訓え か

ら学 び
,

｢ 人権の 最 後の 砦｣ の 使 命と して最 も重 要な r 子 どもの

命 を救 う｣ とい う 緊急問題 を解決す
べ きで ある ｡

2 ､ ウ クライナ 訪問 の 報告書

本 年 9 月 チ ェ /レノ ブイ リ ( ウクライナ) を訪 問 し ､ 福島 県と同

程 度 の 汚染 地域 で 暮 らす 子 どもた ちの 様子 を つ ぶ さに 学ん だ郡

司真 弓氏 の 報告書 を理 出する ( 甲 1 5 3 ) ｡

3
､ 郡 山市の 除染 の 現状

本年 5 月 に ､
郡山 市民の 武 本黍氏作成の 除染の 現状を報告 した報

魯警 ( 甲 1 3 7 ) を提出したが ､ その 後4 ケ月 経過して ､ 除染の

腺界或い は破綻が明 らかに なっ て きた現 状に つ い て . 再度 ､ 武本

泰氏 による報告 書( 2 ) ( 甲 1 5 5 ) を提 出す る｡

4 ､ チ エ ル ノ フィ リ事故に よ る子 どもた ちの 健康被害 に

つ い て

チ ェ ル ノブイ リ事故に よる子 どもたちの 陳簾 被害の 実態 . 背景を

考える上 で 有益な以下の 映像を 3 点提出する ｡

①.
チ ェ ル ノ ブイ リ ･ ハ ート (2 0 D 4 年 ､

ア カ デミー短 編 ドキ ュ

メ ン タリ ー 映画賞受 賞｡
2 () 0 6 年 4 月 2 8 日 . 国連 総会 で 放映 され

た) ( 甲 1 5 0 )

③ . 本 年 9 月 1 6 日放送 r N H K
･

E T V 特 集 『シ リーズ チ ェ

/ レノ ブイ リ原発 事故
･ 汚染地 域か らの 報告 第 1 回 / くラ ルーシ

の 苦悩』｣ ( 甲 1 5 1 )

③. 本年
9 月 2 3 日放送 r N H K

･

E T V 特 集 『シ リ ー ズ チ エ

ル ノ ブイ リ原発 事故
･

汚染地 域か らの 報告 第 2 匡l ウク ライナ

は訴 える』J ( 甲 1 5 2 )

5 ､ 福 島の 子 どもの 人権侵 書に 対す る国 連の 対 応

国際連合 の 人権 理事 会の ス タッ フ であ る特 別報告者 ( 今回 は ｢随

康の 権利に関す る特写
l爛 告官者J であるアナン ド･ グロ ー′く一氏)

汎 本年 1 1 月 1 5 日に来 日 L ､ 福島の 子 どもた ちの 健康被害の

実態 を調査 ､ 監視 ､ 助 言を行い ､ 勧告 を出 す予定 であ る｡ い ま ､

福島 の 子 どもの 人権侵害問題 は国連 ､
世界 が注視す る間意 で あ る｡

これ に つ い て ､ 国 掛 こ日本の 人種 間題を訴 えて きた垣内 つ ね子 氏

に よる報告沓を繰出す る ( 甲 1 5 6 ) ｡

6
､ 署名 に関す る報告書の 提 出

原 審と同様 ､ 疎開 をする こ とを認め る決 定を求め る署名 に 関す

る報 告書を提 出す る ( 甲 1 6 4 )

以 上

川 木下 亮太 の プ ロ グ｢ 福島 第一原老 を考えます｣ 本 年 5 月 2 日 の

記事 ｡

t 2Ⅰ 甲 1 5 2 N H l ト E T V 特集 ｢ ウク ライナ は訴 え る｣ の ラス

トで も汚 染地 域の 医 師が こ う訴えて い る ｡
r私 た ちの 失敗 をく り

返 して欲 しく ありません ｡ いく ら注意 して も しす ぎ るとい う こ と

は ない の で す｣

【報告】仙台高裁 に提出 した主張 の全 文

先 日 の 1 0 月 1 日 の 仙台高 裁 の裁 判 ( 審尋) に 向 け ､ 次

の 2 つ を骨子 と し た抗告人 準 備書面( 2 ) を提出 しま し

た
｡

① . ニの 間 ､ 次 々 と 明 らか に な っ た重要 な証拠 ( 甲1 4

7 ～ 1 6 6 ) を提 出す る と同時 に ､
そ の 内容 を簡探 に 解

説 した もの

②. 本年 5 月 2 0 日 に 提出 した 私 た ちの 準備書 面( 1 ) に

対す る郡山前 の 反論 で あ る第 1 準備書 面に 対 して ､ 私た

ちの 再反 論 を述
べ たもの

以下 はその 準備書 面( 2 ) の 全文で す ｡

* * * * * * * 串 * * * * * * * * * * * * * * * *

平成 2 4 年 ( ラ) 茶 1 2 号

抗告人 A l
～
A 1 2

相手方 郡 山市

抗 告人準 備書面 ( 2 )

2 0 1 2 年 1 0 月 1 日

仙台高 等裁判所 民事 2 瓢 御 中

抗 告人 ら代理 人

弁護士 神山 美智子

同 光前 幸一

目 次

第 1 相手方 の 第 l 準備書面に 対す る反論

1 ｢ 甲状腺 『しこ りと義胞』 につ い て｣

2 遺伝 的影 響の 問題l こつ い て

3 ホ ッ トス ポ ッ トと除 染問題 に つ い て

4 仮置 き場 間 偏に つ い て

5 内部繊ばく 問題に つ い て

6 当事者適格につ い て

7 被曝によ る健康影響に 対す る科 学 的知 見と 国際的

合意 につ い て

8 郡 山市に お ける放射線i ､ 個人積 算線土測定結果 に

つ い て

第 2 ､ 抗告人 の 主張 の 補充

1 ､ こ れま で で最悪 の健康被害 の判明

2
､ ウク ライナ訪 問の 報告 嘉

3 ､ 郡 山市 の 除染 の 現状

4
､ チ ェ ル ノ ブイリ事故 に よる子 どもた ちの 健康被害に

つ い て

5
､ 福島の子 どもの 人権侵 害に 対す る国連の 対応

6
､ 署名 に関 す る報告書 の 提 出

第 1 相手 方の 第 1 準 備書 面に 対 する反論

1 ｢ 甲状 腺 『しこ りと嚢 胞』 に つ い て J

( 1) 相手 方は ､ 福島の 子 どもた ちに 生 じて い る 甲状腺 の しこ りや

嚢胞 軋 本件原 発事故の 放射線に起因 して 生 じたもの とは考えに

く い と して乙 3 4 号証を引用 する ｡
乙 3 4 号証中に は ∴1 エ成 2 3

年 1 2 月 末 日ま で に 福島県 立医 科大 字で 実 施さ れ
た 甲状腺 検査

( 0 歳 か ら 1 8 歳 の 3 7 6 5 人) の 結果 が記載 され て い るが ･
二

れに よると .
2 9 . 7 % i ニ ー 5. O m m 以 下

の 凄節や 2 0･ O

m m 以 下の 裏梅｣ が ､
0 . 7 % に r 5 . 1 m m 以 上の 結 節や 2 0 ･

l m m 以上 の 褒胞｣ が認 められて い る ｡ そ して ､
その 評 価と して ､

r現 時点 で は ､ 放 射線 の 影響は考えに く く｣ と記載 され て い る｡

しか し ､ 抗 告人 らは ､
そ の 評価自体がま やかし であると主 張す る

もの で あ る｡ その こと は . 松 崎意見書 ( 甲 1 3 1 ) に よっ て 明 ら

か で あろ う｡

(2) 相 手方は ､
一倍線量 被ばく の リ ス ク 管理 に 関す るワーキン グ

グループ の 報告書｣ ( 乙3 5 ) を引用 して ､ 瞞 島窮 1 裸発車故 に

ょる小児 の 甲状 腺被曝は限定的 であ り ､ 被ばく線~畳は小 さく ､ 薙

がん リス ク は非 鶴 二低い ｣ と主 張す る｡ しか し ､ ニ の 報告 書は ､

チ ェ ル ノブイ リ原発事故 の 周辺 住民 (避 難民 ､ 稿 レ ベ ル 汚染地域

住民 の みな らず ､ 低 レ ベ ル 汚染地域 住民 ( 平均線量 1 0
～

2 0 ミ

リ シ ー ベ ル ト 5 0 0 万人) に様々 な疾 患の 増加 を指摘する現 場

の 医師 か らの 観察が ある こ とを指摘 しなが ら ､
ニ の 事実 を ｢国 際

機開の 合意によ っ て ､
子 ど もを含め一般住民で 軋 白血 病等他 の

疾 患の 増加は 科学的 に 確急告され て い ない ｣ ( 6 頁) と切 り 捨 て た

上 での 結 論であ る｡ ニ の 結論 が不 当で ある こ とは ､ 今回提 出の ｢ ウ

ク

ライナ政 府 ( 緊急事 懲省) 報 告 軋 ( 甲 1 4 8 ) ､
本 年 9 月 2 3 日

放 送の E T V 特集 ( 甲 1 5 2 ) を 見て い た だけれ ば明 らかで あ ろ

う
｡ 莫大な数 の 子 どもた ちが各種 の 疾患 に 苦 し

ん で い るこ とは ､

r 現場 の 医 軌 の 報 告にと どま らず ､
ウクライナ 政増の 公 式報 告

の 内容 であ る｡
しかるに ､ 国際機 甑は ､ データが 不十分 で あ ると

して
､
チ ェ / レノ ブイブ原発 事故と これ らの 疾患 との 因果 関係 を認

め ない
｡

い み じく も児玉傑彦教授 が r ようやく事 故と病 気の 因果

関係 が証明 された の は ､ 事 故か ら 2 0 年 たち , 4 0 0 0 人の 甲状

腺 がん愚者 が出 た烏 と で した｣ ( 甲 1 2 0 r 放射 能か ら子 どもの

未来を守る｣ l Z 4 頁 甲1 2 1 児玉龍彦
｢ 内部被曝の 真実｣ 第

三 部チ ェ ル ノ ブ イリ原 発事 故か ら 甲状腺 がん の 発症 を 芋ぷ 一

エ ビデ

ン ス 探索 2 0 年 の歴 史と 教訓参照) と指摘す る通 り ､ 2 0 窄 も経

過 し､ ようや くデータが揃 っ て国際的 に 因果 関係 が…富め られ ､ そ

れ か ら対 和 ;取 られ て も手遅れ なの で ある ｡
子 どもや住 民の 睡康

板書は ､ 現在進行形 の 間額で あり ､ Ⅳ勿で も速く対 策を取ら ない

と ､ 手遅れ に なるの で ある ｡

(3) ｢ 現時 点では ､ 放射線の 影響 は考 えにく い ｣ か ?

｢ 現時 点で 放 射線の 影響 が考 えにく い ｣ と い うの は ､ チ ェ ル ノ プ

イリ原発 周辺 の 子 どもた ちに 甲状腺 ガン が増えたの が ､ 事故 後 4

～

5 年 が経 過 してか らであ っ たと され て い る こ と を理 由とす る

もの と 考え られる ｡ なお ､
本年 9 月 1 1 目 に は ､ 恐れ てい た こと

が現実 とな り ､ 平成 2 3 年 度の 甲状腺検 査で B 判 定 とされ た子 ど



値 で あ る｡ 厚労 酌 咤 めた 一

般食品の 基準 値 1 0 0 ベ タ レ′レ/ k 琶

は 高すぎ る｡
t C R P の デ ー タに よっ て も ,

1 日 1 C ベ ク レル の

セ シ ウム 1 3 7 を毎日体 内に 取 り込む と ､ 体内の セ シ ウ ム量 は漸

増 を鰍 ナるが
､
セシ ウム の 追加 供給力i なく なれ ば ､ 体内の セ シ ウ

ム 量 は急速に 低減す る こと がわか っ てい る ( 甲 1 6 0 ) ｡ 放 射能

に間㈲ まない ｡ 子 どもの 陸衷 を守る ためには ､ セ シ ウム の 今後の

供 給量 を可能 な限 り低くす る こと ､ すなわ ち ､ 安 全な地 域に避腰

させ る こ としか か
､
の であ る｡

6 当事者適格に つ い て

本件 申立時 ､

_
抗告 人らは

､ 速や かに認容決 定が 出る もの と考 え

てい たが ､ 思 い の ほ か 時間が経過 す る中で ､ 郡山市の 中学校 を卒

業 した もの ､ 自主避 難 に踏み切 っ た者がい るの は事実 で あ る
｡
し

か し自主避難 児の 多くは母 子の 避難 で あ っ て ､ 父親 は 執山に残 っ

て い る. 避 難先は 仮の 住ま い で あ り ､ 郡 山の 線 量が安心できる レ

ベ ル にまで 下がれは｣ 郡 山に帰っ て く る つ もり であ る
｡ もし ､ 集

団避難 が実現す るの なら
､ 郡 山に 残っ て い る友達と一緒 に避難 し

たい と考えて い る｡ この ような児童 ･ 生 徒に ､ 郡 山市に対 して 安

全 な環境 下の 学校俺儲 で教育をす る こ とを求 め る権利 は ない の

だろう か ｡ こ の 間閤 に つ い て は ､ 裁判 所の 腱全 な判断 に 重ね たい
｡

7 複 軌 こよ る健 康影響に 対 す る科 学的 知 見と 国際的

合意 につ い て

抗 告人 らは
､ 国際機脱 が ､ チ ェ ル ノ ブイ リ原発事故に よる一般住

民の 被 香 と して 子 どもの 甲状腺 ガ ン しか認 めて い な い こ とを批

判 して い る ｡ ウク ライ ナ政府 の 公式 報告書 ( 甲 1 4 8 ) に記載 さ

れ てい るウ ク ライナの 子 ども ､ 住民に拡 が っ て い る健康被琶は ,

膝全な社会通 念に従 えば , 放射能の 影響 で あると しか理解できな

い はず で あ る七

8 郡 山市にお け る放射 線量 ､ 個人積算線量測 定結 果に つ い て

子 ど もたち の い わ ゆ るガ ラス ′く ッ ジに よる測 定結果 は借用 出

来 ない ｡ 肯 から 吊り 下げ る形 式 で あるた め
､ 保 育園 や幼稚 園で は ､

事故 の 発生 を恐れ て
､ 在錦 中は ガ ラス /く ッ ジを外 させ てい る こ と

が珍 しく ない の で あ る ( 甲 1 6 1 報告書) ｡ そ の 場合 ､ 園 児が園

庭 で選ん で い る間も ､ ガラ ス バ ッ ジは園 舎内 に保 管され るか ら ､

鯛 児 が現 実にうけ る放射線i と ガラ ス バ ッ ジが表 示す る放 射凄

量に大 きな違い が生 じる こと は明 白で あ る｡ 個 人積算線 i 測 定結

果 は ､ その ような実 態を踏まえて
､ 慎重 に 検討 されな ければ な ら

ない
｡

なお ､ 相手方 は ､ 抗告人 らが通 っ て い る小 中学校 の 児 童生 徒の

個 人積算線量 か ら推計 され る年 間追加被ばく 量は ほ ほ 1 ミ リ シ
~ ベ ル トで あるか ら ､ 実質的にI L 抗告人 らが求めてい る教 育環

境を満た して い ると 主張す る｡ しか しなが ら
､
ガラ ス ′くッ ジに よ

る測定結 果カ;信用に催 しない 上 ､ 山内知 也神戸 大学数授 の 意見書

( 甲 1 0 3 ) によれぽ . 相手 方の 主張 に理 由が ない こ とは明 らか､

で ある ｡

第 2 ､ 抗告 人の 主 張の 補 充

1
､
こ れま で で 最悪 の 健康被書 の 判 明

(1) ､ 本年 9 月 1 1 日 ､ 1 8 歳 以下 の 子 どもを 対象と した福島県の

3 回目の 甲状腺 検査籍果 が発表 され ( 甲 1 6 2 ) ､ か つ てな い 薩

刻 な膝廉被 害の 実態が 明 らか とな っ た
｡
今回発 表の 4 万 2 千 人の

子 どもの うち ､
6 ～ 1 0 歳 の 女子 の 5 4, 1 % ､ 】 1

一
- 1 S 歳 の

女子 の 5 5･ 3 % に
｢ の う抱 ｣ また は ｢結節｣ が ､ 男女合わせ た

全体 で も 4 3 % に r の う胞 ｣ または ｢ 結節｣ が 見 つ か っ た か らで

あ る ( 以下の 福 島県発表 資料 1 6 頁) ｡

詔 l

二

…

_
ヨ

ー
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噌

■
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闇

肋

■

∵
･

.〓

一

■
■
■

こ の う ち ｢の う 軌 と ｢結節｣ の 割合 は ､ 以下の 梅 島県発表 資判

1 5 貢 ( H 2 3 年度は省 略) による と ､
r の う胞｣ が l 方 8 1 3

9 人 ( 4 3･
1 3 % ) ､ ｢結節｣ が 3 8 5 人 ( 0. 9 2 % ) で あり .

つ まり殆 どが r の う胞｣ であ る｡
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これ は福島県 の 2 回 目の 甲状 腺検査 結果 を検討 した松崎 意見 遜

( 甲 1 3 1 ) で明 らか に した通 り ､ 上記検査 の 主体 である検討 委

員会の 座長宇 山下俊一･ 福島 県立医 大副学長 らが 2 0 0 0 年に放

射能非 汚染地域の 長崎の 子 どもた ちを 甲状腺検査 した結果 ｢の う

軌 が見 られたの は 0 . 8 % ( 甲 1 3 1 ｡
3 丸 同別 紙 2 の 論文

5 9 3 頁右 段 3 ～

5 行 目) ､
チ ェ ル ノ ブイ リ事故の 5 ～ 1 0 年後 に

チ ェ ル ノ ブイリ地域の 子供 たちを調適 した結 果 rの う胞｣ が見 ら

れ たの は 0 ･ 5 % ( 甲 1 3 1
｡
4

-

5 貢) と比 べ て途方もなく高

い値 であ る白

木年 4 月の 2 巨Ⅰ日の 甲状腺 検査 結果 の 報 告で 3 万 8 千人 の 子 ど

もの 3 5 % に ｢の う軌 が見 つ か っ た時 です ら ､
これ を知 っ た被

曝問 題に詳 しいオ
ー

ス トラリアの ヘ レ ン
･ か レデ ィ コ ッ ト博士 は

次の ように 警告 したIl】｡

｢ こ の子 ど も達は追跡調査 を して る穏 合じや ありませ ん｡
の う胞

や 結箇 な どの 全 ての 異常 は 直ち に生体組経線査 を して悪 性 で あ

るか を調 べ るべ きで す ｡ こ う い っ た 甲状腺異 常が 1 年 も経たな

い うちに現れ るとい う の は早過ぎます ｡ 普通 は 5 ～

1 0 年 かか るも

の です
｡
ニれ は

､ 子 供達灘 大変高給長 の 被ばく を した こ とを意味

します ｡ もしも悪性な ら ､ 甲状腺の 全摘出 が必要 です ｡ 子供達 に

甲状腺 結節やの う胞 があ るの は
､ ま るで普通 で はあり ませ ん ! ｣

また ､
ア メリカ 甲状 腺学会 の次 期会長 の ブ ライ ア ン ･ ホ ー ゲ ン 博

士 は米国の 定 評ある ニ ュ ース サ イ ト 軌 血 朗 舶 I n 血 d 8 r の 取材 に
次 の ように 答 えた ( 甲 1 5 4 ｡ 本 年 7 月 1 9 日の 記事) ｡

r カルデ ィ コ ッ ト博 士 の 見解に同意 し ます ｡ 福 島原 発事 故後に こ

もの 中か ら甲状 腺 ガン lこ橋 思し てい る子 どもが 1 名 発点 され た

が ､ これ に対 し ､ 福 島県 立医大 の 鈴木真 一

教授 は ､

｢ チ ェ / レノ ブ

イワ で 甲状 腺がん が見 つ かっ たの は最短 で 四年 であ るから ､
ニ れ

は ､ 放射 親 に よ る影響 で はない ｣ と コ メ ン ト した ( 甲 1 6 3 L

しか しこれ は嘘 で あ る｡

チ エ ル ノ ブイ リ原 発周辺 で 事 故か ら4 ～

5 年 酎 こ起 こ っ たこ

とは
､ 小児 甲状腺ガン の r激 軌 で あっ て ｢増加 ｣ で はな い ｡ 増

加 は ､ 既に チ ェ ル ′ブイ リ原 護事 故の 翌年 か ら始ま っ て い る ( 甲

1 0 4 矢ヶ 崎意見 書( 4 ) 1 0 頁 ｡ 甲 1 4 9 菅谷昭 松本 市長の 新聞

‡二事 -.
また . 小児甲状 腺ガ ン の 激増時 期につ い て ､

チ ェ ル ノ ブイリ原

発事 故で は
､
4 ～ 5 年が経過 してか らで あっ たが ､ 福烏倭 1 原発

事故 で も同様 に激増 まで 4
～

5 年 を要す るとは限 らない ｡ そ もそ

も､ 人 矧 ま､ 大観 操な按ばくに つ い て は ､
広島､ 長崎 ､ チ ェ ル ノ

ブイ リの 纏験 しかなく ､
広島 ､ 長崎 の 鼓ばく調 査 をした A B C C

( 原爆 傷害調査委 員会) は ､
低農 孟被曝や 内部 掛 まく を無視 した

か ら. 甲状腺 ガン に つ い て の まと まっ たデ ー タは
,
チ ェ ル ノ ブイ

リの 経験 しかな い の で ある
｡
そ して

,
チ ェ ル ノブイ リ原 発事故と

福 島第 一 原発 事故 とは ､ 同 じ原 発事故 で あ るとは い え
､ 原発 の 構

造 も違えば ､ 事 故の 原因 も異な り ､ 療 堰 こ放出され た放 射線核 種

も異な る℡ 例 えば ､ 事 故発生初 期に環 矧 こ放 出され た放 射性希 ガ

ス は
､
チ ェ ル

ノ ブイリ事故 より もはる かに多i で あると こ ろ( 甲 6 7 ､ 6 8 )
､

甲状 腺ガ ン を引 き起こ す の は , 放射性 ヨ ウ素だけ で は なく ∴放劇

性希 ガ ス に よる外部被 曝 も重 大な要 因とな る( 甲 7 6 ) ｡ その 上 ､

福島第】原発 事故 の 際は ､ 福島県 三春町 ､
い わ き市等わず かの 例

外 を除 い て 安 定 ヨ ウ素剤カi 配布 され なかっ た の に対■し ､ チ ェ ル ノ

ブイ リ事故 の 際に は ､ ( チ ェ ル ノ ブイ リ原発 に最 も近い) プリ ビ

ヤ チ の 全 住民カi 事故発 生 後 1 2 時 間以 内に ヨード剤 の 配布 を受

け ､ 後に は1 6 9 万人の 子 どもを含 む 5 4 0 万人 の 人々 に ヨード

剤カi 配布 され たと されて い る ( 甲 1 5 7 ) ｡ チ ェ ル ノ ブイリ原 発

事 故は ､ 短期間で収 束 した が ､ 福島倭 1 原発 か らは
､
事故発生 か

ら1 年 6 か月が経過 した現 在にお い て も､ 多量の 放射性 物質が 大

気 中

に 放出され て おり ､ そ の 量は ､ 今年の 5 月にお い て も毎時 7 5 0

万 ベ ク レ ル に及 ぶ ( 毎日 J P 加 1 2 年 5 月 1 2 日 の 記事)
｡
要す る

に
､ 様 々 な条件 が異 なるか ら､ 福 島に おい て は ､ チ ェ ル ノ フィリ

とは真 な る事態が発 生す る可能性が否 定でき ない ｡

チ ェ ル ノ ブイ リ原 発事故 の 4 年後か ら小児甲状腺ガ ン が急増 し

た時 ､ 日本の 医学者たちは ､ その 急増と放射線 との 因果関係 を認

めなか っ た
｡
その 理 由は ､

r 広 島や 長崎では′卜児甲状腐 ガ ンが 十

年 以上 た っ て か ら現 れた か ら ､
これI まど早く発 症す るは ずが な

い J とい う もの であ っ たと 指摘 され て い る ( 甲 1 5 8 ) ｡ 鈴木 英

一教 授は ､ そ の過 ち を再び繰 り返そ うと して い るよう にみ え る｡

あ またある事 実 を丁寧 に拾い 上げ ､ これ らを合理的に説明 する た

めの 理 論を構築するの が科学の 仕事で ある
｡
理 論に符 合しない 事

実を切り捨 て るの は ､ 科学 の 名に催 しない ｡

( 4) r 福島第一便発 車故 による小児 の 甲状腺被 ばくは 限定的 であ

り ､ 被 ばく線 量lま小さく ､ 発が んリ ス ク は非 常に 低 い j か ?

し か し
､
乙 3 5 に よる も､ その 根拠 は何 も示 されて い ない

｡ そ も

そも ､ 事 故直後 ､ 放射性 ヨ ウ素が どの 程度 ､ どの よ うに飛 散 した

の か正確な とこ ろはわ かっ て い な い ｡ また ､ チ ェ ル ノ ブイワ原発

事故の 1 . む倍が放 出された放射性 クリ プ トンや 放射性 キセ ノ ン

による外部被曝lま､ 考慮され て い ない ｡ 更 に ､

パ ン ダジ ェ フ ス キ

ーの 研究に よれ ば ､
子 どもの 甲状腺に多 盈の セ シ ウム 1 3 7 が蓄

積 する ことが 明らかに されて い る ( 甲 1 0 4 矢 ヶ崎意見書( 4 ) 7

貢) と こ ろ ∴福島の 子 どもた ちは ､ 高絹媚 ( そ の 大部分 は放射性

セ シ ウム で ある) の 地域 に閉 じ込 め られ . 大気 か らも ､ 食物か ら

も ､ 大量の 放射 性セ シ ウム を体内 に取り込 んでい るか ら､ これが

甲状腺に蓄槽して 放射鰍 こよる攻撃 を受 けて い るの で ある ｡ 福島

の 子 どもた ちの 寛がん リス クが非 常に 小さ い な どと断 じる根拠

はな に もない とい う他はカ い
｡

2 遺 伝的影響の 間鰯に つ い て

相手 方は ､ 遺伝的影響 は具体的 な危 険と はい えない と主張す る ｡

しか し ､ ウク ライナで は , 現在 ､ 8 割 の 子 どもた ちが一つ または

按教の 慢性 疾患 を抱え て い る ( 甲 1 4 8 ウ ク ライナ政 府級 野鼠

甲1 5 3 郡 司報告書) が ､ この 子 どもた ちは ､ チ ェ ル ノブイ リ原

発事故の 時 には生 まれ てい なか っ た ことに 留意い ただ きた い ｡ 彼

らは . チ ェ ル ノ ブイワ原発事 故の と きに 子 どもだ っ た人 た ちの 子

どもなの で ある｡

3 ホ ッ トス ポッ トと除染周偏 につ い て

相手 方は .

｢判 明 した ホ ッ トス ポ ッ トに つ い ては ､ 各小 中学校 に

おい て
､ 児童 生徒らに対す る周知 な どを努 めて お り ､ 児 蟄生徒 ら

が ホ ッ トス ポ ッ トに近 づく こ とに よ る被曝 を可及 的 に予防 して

い る
｡ ｣ と主 蛮す るが ､ 抗 告人準備 書面( 1 ) 1 6 頁 以下に 記載した

ように ､ 相手 方は ∴汎本義氏 が情報公 開請求 をす るまで
､
ホ ッ ト

ス ポ ッ トにつ い ての 情報 を隠し続け たの で あ る｡ し か も､ その 調

査 内容 は ､
｢下記 の 場所 で線 量が 高い と思われ る場所 を各校 で 1

臨所選定 し､ 放射線 i を 報属 した｣ もの にすぎない ( 甲 Ⅰ 4 5 ) ｡

したが っ て､ 仮に現 在にお い ては ､ 讃査 され たホ ッ トス ポ ッ トに

児室 生徒方;近 づかな い ように対策 が取 られ て い ると して も ､ 粛査

地 点以外にホ ッ トス ポ ッ トが多数 ある可能性 が ある し ､ そ の巷合

に は ､ 何 らの 対策 がと られ て い な い こ とに な る
凸 相手 方の 主 張ほ ､

まや か しとい う他はない .

4 領置 き増問題に つ い て

抗告人 らは ､ 仮置き場 につ い て ､ 児童生 徒らの 外 部被曝 の 可能性

が低くな るように配 慮して い ると主張 するオi ､ 武 本報告書 ( 甲 1

3 7 ) 9 貢力鳩 捺 する ､ 継 続的な 空間線量 の 測定や 地 下水の 水 質

検 査な どは行 っ てい ない こ と ､ 埋 設時に除去 土壌 の 放射性 セ シ ウ

ム 濃度が 帥 00 B q / Ⅹg 以 下で あるこ と ､ す なわ ち放射性物質汚

染 対処特措法 で定め る ｢指定廃棄物｣ でない こ との 確詠 も行っ て

い ない こ とl こつ い て ､ 何 らの 反論 を しな い ｡

こ の ように ､ 子 どもたちの 被曝 をさけ るた めの 相手方 の 対 熟ま､

ま こと に 杜撰で あるとい う 他は な い ｡

5 内部 軌まく問 題に つ い て

相 手方は ､ 郡山市 の 小中 学校の う ち自校給食を して い る学校 に放

射性 物質測定機器 を配 置 した旨主讃す るが ､ 閉 局は ､ 食 品の 基慨




